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教 育 長 訓 令 

 

兵庫県教育長訓令第３号 

                                         本     庁  

                                         地 方 機 関  

                                         教 育 機 関  

 教育委員会事務局等職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成22年４月１日 

                                  兵庫県教育長 大 西   孝  

   教育委員会事務局等職員服務規程の一部を改正する訓令 

 教育委員会事務局等職員服務規程（昭和44年教育長訓令甲第２号）の一部を次のように改正する。 

 促音に用いられている「つ」を「っ」に改める。 

  第19条を次のように改める。 

 （勤務時間） 

第19条 職員の勤務時間については、教育委員会事務局等職員の勤務時間に関する規則（平成21年兵庫県教育

委員会規則第12号）の定めるところによる。 

第22条第１項中「特別休暇」の右に「、育児休暇」を加え、同条第３項中「又は外国へ旅行する場合」を削

る。 

第28条第１項中「服務、勤務時間等」を「服務等」に改める。 

様式第６号を次のように改める。 
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様式第６号（第20条、第23条関係） 

年 月分 所属 氏名

+50(150) +25(150) +25(175) +15(150) +15(175)
　　時間 分 　　時間 分 　　時間 分 　　時間 分 　　時間 分 　　時間 分 　　時間 分 　　時間 分 　　時間 分 　　時間 分 　　時間 分 　　時間 分 　　時間 分 　　　　回 　　　　回

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

3
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

4
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

5
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

6
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

7
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

8
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

9
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

10
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

11
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

12
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

13
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

14
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

15
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

16
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

17
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

18
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

19
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

20
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

21
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

22
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

23
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

24
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

25
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

26
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

27
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

28
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

29
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

30
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

31
　　時　　分から
　　時　　分まで

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

計 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

25/100 100/100 125/100 150/100 135/100 160/100 175/100 +25/100 +50/100 +15/100
超勤代休時間
取得可能時間

　　時間 分 　　時間 分 　　時間 分 　　時間 分 　　時間 分 　　時間 分 　　時間 分 　　時間 分 　　時間 分 　　時間 分 時間 分  　秒

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・     ・　　・　

備考

1
　　時　　分から
　　時　　分まで

支給割合毎の
超過勤務時間数

160/100
の部分

135/100
の部分

150/100
の部分

勤務命令時間

引上げ割合毎の
月60時間を超える
超過勤務時間数

勤務の区分

超過勤務所属
長印

直接
監督
責任
者の
印

日
従事事務の

内容
25/100の

部分
100/100
の部分

125/100
の部分

　　1  累計の欄には、１日から各日までの超過勤務時間（25/100の部分の時間を除く。）の合計を記載すること。
　　2  累計60時間を超えた場合は、各支給割合部分（25/100の部分を除く。）の引上げ欄（＋50（150）、＋25（150）、＋25（175）、＋15（150）及び＋15（175）の欄をいう。）に記載すること。

超過勤務、夜勤及び宿日直勤務命令簿

従事
者印

宿日直勤務

累計
夜勤 ５時間

未満
５時間
以上

 

様式第８号中「特別休暇」の右に「、育児休暇」を加える。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 
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